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理学療法士や作業療法士、または言語聴覚士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるための

リハビリテーション（機能訓練）を行います。

リハビリテーションとは

急性期を過ぎて病状が安定したあと、心身の機能回復や維持を目的に行うのがリハビリテーションで

す。主治医の指示と訪問リハビリテーション計画書に基づいたメニューで行います。

リハビリテーションの主な内容

●手芸、工芸などの手先の訓練、作業補装具の利用による機能訓練（作業療法）など

●マッサージ、運動、入浴などによる機能訓練（理学療法）など

308円／回

※要介護１～５のかた、要支援１・２のかた、どちらの場合も利用者負担額は同額です。

※各種加算の内容や金額については、事前にケアマネジャーや利用するサービス事業者等に確認をしておきましょう。

※一定以上の所得のある方は、利用者負担が２割又は３割になります。

※利用者負担額のめやすは、負担割合が１割の場合です。

利用者負担額のめやす利用者負担額のめやす



日高
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〒317-0077 日立市城南町1-1-11住 所

http://www.syujinkai-kh.or.jp/sakurahitachi/U R L

９：00～17：00訪 問 可 能 時 間８：30～17：30受 付 営 業 時 間

無キ ャ ン セ ル 料日曜日、８月13～15日、12月30日～１月３日休 日

理学療法士：１人、作業療法士：１人理学療法士等の配置

介護保険取得されている方を対象にリハビリテーションを行います。筋トレなどの機能訓練だけでは
なく、ご自宅の環境の調整や生活機能の向上を目指し、その人なりのその人らしい生活を送るための
支援を行います。

特 徴

訪問リハビリテーション さくら日立訪問リハ

TEL 0294-22-8811 FAX 0294-25-0020

〒318-0003 高萩市下手綱1951-6住 所

http://www.onsenbyoin.comU R L

平日８：30～17：00訪 問 可 能 時 間平日８：30～17：00受 付 営 業 時 間

キ ャ ン セ ル 料土曜日、日曜日、祝日、創立記念日（９月21日）、年末年始休 日

理学療法士：４人、言語聴覚士：１人理学療法士等の配置

特 徴

やすらぎの丘温泉病院　訪問リハビリテーション訪問リハ

TEL 0293-24-1212 FAX 0293-24-0327

〒319-1416 日立市田尻町2-8-11住 所

https://healthy-care.orgU R L

９：00～17：00訪 問 可 能 時 間８：30～17：30受 付 営 業 時 間

無キ ャ ン セ ル 料土曜日、日曜日、祝日、12月30日～１月３日休 日

理学療法士：１人、作業療法士：１人、言語聴覚士：１人理学療法士等の配置

特 徴

介護老人保健施設 田尻ヶ丘ヘルシーケア訪問リハ

TEL 0294-43-6343 FAX 0294-43-3327

〒319-1416 日立市田尻町3丁目24-1住 所

https://www.aiseikai.orgU R L

９：00～17：00訪 問 可 能 時 間８：30～17：00受 付 営 業 時 間

無キ ャ ン セ ル 料日曜日、祝日、年末年始、創立記念日休 日

理学療法士：１人、言語聴覚士：１人理学療法士等の配置

特 徴

田尻ヶ丘病院訪問リハ

TEL 0294-43-2323 FAX 0294-43-4777日高

本庁

市外

自分らしい在宅生活が送れるよう、運動や生活動作、認知、失語、食事などのリハビリテーションを
行います。環境づくり、介助への助言、自主トレの提案など、皆様の生活を総合的に支援します。

どんな疾患や障がいを持つ方でも、安心・安全な在宅、地域での生活が送れるよう、日常生活へのア
プローチは勿論ですが、利用者様に関わる全ての方との連携を重要視しながら、包括的に支援してい
きます。

この地域の障害者、高齢者の方々が安全に生き生きとした暮らしが送れるように、介護予防活動から
入院、訪問までを一貫して誠心誠意を持って行っています。

ご利用日の８：30までに連絡がなかった場合には、
介護保険にて定める料金をお支払い頂きます。


